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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 12月 27日 (2006.12.27)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 第 １ 情 報 処 理 装 置 と 、 第 ２ 情 報 処 理 装 置 と に 対 し 、 相 互 に 無 線 通 信 可 能 な 画 像 記 録 装 置
で あ っ て 、
　 画 像 記 録 要 求 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 で 受 信 し た 画 像 記 録 要 求 に 応 じ て 画 像 記 録 処 理 を 行 な う 画 像 記 録 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 情 報 処 理 装 置 か ら の 第 １ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 中 に 前 記 第 ２ 情 報
処 理 装 置 か ら の 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 受 信 し た 場 合 で あ っ て 、 該 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 前 記 第
１ 画 像 記 録 要 求 よ り も 優 先 す べ き 場 合 に は 、 前 記 画 像 記 録 手 段 に 前 記 画 像 記 録 処 理 を 中 断
さ せ 、 第 ２ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 を 開 始 さ せ る 制 御 手 段 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 記 録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 画 像 記 録 手 段 に よ る 、 第 ２ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 の
終 了 後 、 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 を 再 開 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ に 記 載 の 画 像 記 録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ 情 報 処 理 装 置 に 、 前 記 画 像 記 録 処 理 が 中 断 さ れ る 旨 を 通 知 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 画 像 記 録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 中 断 さ れ た 前 記 画 像 記 録 処 理 を 再 開 す る 際 に 、 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求
に 応 じ た 画 像 記 録 が 再 開 す る 旨 を 示 す 画 像 を 記 録 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ２ ま た
は ３ に 記 載 の 画 像 記 録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】



　 前 記 画 像 記 録 手 段 は 、 前 記 第 ２ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 の 結 果 出 力 さ れ る 記
録 材 を 、 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 中 断 さ れ た 画 像 記 録 処 理 の 結 果 出 力 さ れ た 記 録 材
と は 異 な る 位 置 に 載 置 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 画 像
記 録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ 情 報 処 理 装 置 及 び 第 ２ 情 報 処 理 装 置 に 対 し て 装 置 自 体 の
優 先 順 位 を 問 い 合 わ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か に 記 載 の 画 像 記
録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、
　 前 記 第 １ 情 報 処 理 装 置 か ら の 第 １ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 中 に 前 記 第 ２ 情 報
処 理 装 置 か ら の 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 受 信 し た 場 合 に 、 前 記 第 １ 情 報 処 理 装 置 及 び 前 記 第 ２
情 報 処 理 装 置 に 対 し 、 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 と 前 記 第 ２ 画 像 記 録 要 求 の ど ち ら を 先 に 画 像
記 録 す べ き か に つ い て 、 問 い 合 わ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か に
記 載 の 画 像 記 録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 】
　 第 １ 情 報 処 理 装 置 と 、 第 ２ 情 報 処 理 装 置 と 、 画 像 記 録 装 置 と を 相 互 に 無 線 接 続 し た 画 像
記 録 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 画 像 記 録 装 置 は 、
　 画 像 記 録 要 求 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 で 受 信 し た 画 像 記 録 要 求 に 応 じ て 画 像 記 録 処 理 を 行 な う 画 像 記 録 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 情 報 処 理 装 置 か ら の 第 １ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 中 に 前 記 第 ２ 情 報
処 理 装 置 か ら の 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 受 信 し た 場 合 に 、 前 記 第 １ 情 報 処 理 装 置 及 び 第 ２
情 報 処 理 装 置 に 対 し て 装 置 自 体 の 優 先 順 位 を 問 い 合 わ せ る 手 段 と 、
　 該 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 よ り も 優 先 す べ き 場 合 に は 、 前 記 画 像 記 録
手 段 に 前 記 画 像 記 録 処 理 を 中 断 さ せ 、 第 ２ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 を 開 始 さ せ
る 制 御 手 段 と 、
　 を 有 し 、
　 前 記 第 １ 、 第 ２ 情 報 処 理 装 置 は 、
　 前 記 画 像 記 録 装 置 に お け る 画 像 記 録 順 序 に つ い て の 優 先 順 位 を 決 定 す る 決 定 手 段 と 、
　 前 記 優 先 順 位 の 問 い 合 わ せ に 対 し 、 前 記 決 定 手 段 で 決 定 し た 優 先 順 位 を 応 答 す る 応 答 手
段 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 記 録 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 】
　 第 １ 情 報 処 理 装 置 と 、 第 ２ 情 報 処 理 装 置 と 、 画 像 記 録 装 置 と を 相 互 に 無 線 接 続 し た 画 像
記 録 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 画 像 記 録 装 置 は 、
　 画 像 記 録 要 求 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 で 受 信 し た 画 像 記 録 要 求 に 応 じ て 画 像 記 録 処 理 を 行 な う 画 像 記 録 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 情 報 処 理 装 置 か ら の 第 １ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 中 に 前 記 第 ２ 情 報
処 理 装 置 か ら の 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 受 信 し た 場 合 に 、 前 記 第 １ 情 報 処 理 装 置 及 び 前 記 第 ２
情 報 処 理 装 置 に 対 し 、 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 と 前 記 第 ２ 画 像 記 録 要 求 の ど ち ら を 先 に 画 像
記 録 す べ き か に つ い て 、 問 い 合 わ せ 手 段 と 、
　 該 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 よ り も 優 先 す べ き 場 合 に は 、 前 記 画 像 記 録
手 段 に 前 記 画 像 記 録 処 理 を 中 断 さ せ 、 第 ２ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 を 開 始 さ せ
る 制 御 手 段 と 、
　 を 有 し 、
　 前 記 第 １ 、 第 ２ 情 報 処 理 装 置 は 、
　 問 い 合 わ せ に 対 し 、 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 と 前 記 第 ２ 画 像 記 録 要 求 の ど ち ら を 先 に
画 像 記 録 す べ き か に つ い て 調 停 す る 調 停 手 段 と
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　 前 記 調 停 手 段 で 調 停 し た 優 先 順 位 を 応 答 す る 応 答 手 段 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 記 録 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 】
　 前 記 調 停 手 段 は 、 第 １ 、 第 ２ 情 報 処 理 装 置 の ユ ー ザ に 対 し て 、 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 と
前 記 第 ２ 画 像 記 録 要 求 の ど ち ら を 先 に 画 像 記 録 す べ き か に つ い て 問 い 合 わ せ る 手 段 を 含 む
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 画 像 記 録 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】
　 第 １ 情 報 処 理 装 置 と 、 第 ２ 情 報 処 理 装 置 と に 対 し 、 相 互 に 無 線 通 信 可 能 な 画 像 記 録 装 置
を 用 い た 画 像 記 録 方 法 で あ っ て 、
　 画 像 記 録 要 求 を 受 信 す る 受 信 工 程 と 、
　 前 記 画 像 記 録 装 置 を 用 い て 、 前 記 受 信 工 程 で 受 信 し た 画 像 記 録 要 求 に 応 じ て 画 像 記 録 処
理 を 行 な う 第 １ 画 像 記 録 工 程 と 、
　 前 記 第 １ 画 像 記 録 工 程 で の 画 像 処 理 処 理 中 に 前 記 第 ２ 情 報 処 理 装 置 か ら の 第 ２ 画 像 記 録
要 求 を 受 信 し た 場 合 で あ っ て 、 該 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 よ り も 優 先 す
べ き 場 合 に は 、 前 記 第 １ 画 像 記 録 工 程 で の 前 記 画 像 記 録 処 理 を 中 断 し 、 前 記 画 像 記 録 装 置
を 用 い て 、 第 ２ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 を 行 な う 第 ２ 画 像 記 録 工 程 と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 画 像 記 録 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】
　 第 １ 情 報 処 理 装 置 と 、 第 ２ 情 報 処 理 装 置 と に 対 し 、 相 互 に 無 線 通 信 可 能 な 画 像 記 録 装 置
を 制 御 す る た め の プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 プ ロ セ ッ サ に 、
　 画 像 記 録 要 求 を 受 信 す る 受 信 工 程 と 、
　 前 記 受 信 工 程 で 受 信 し た 画 像 記 録 要 求 に 応 じ て 前 記 画 像 記 録 装 置 に 画 像 記 録 処 理 を 行 な
わ せ る 第 １ 画 像 記 録 工 程 と 、
　 前 記 第 １ 画 像 記 録 工 程 で の 画 像 処 理 処 理 中 に 前 記 第 ２ 情 報 処 理 装 置 か ら の 第 ２ 画 像 記 録
要 求 を 受 信 し た 場 合 で あ っ て 、 該 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 よ り も 優 先 す
べ き 場 合 に は 、 前 記 画 像 記 録 装 置 に 前 記 第 １ 画 像 記 録 工 程 で の 前 記 画 像 記 録 処 理 を 中 断 さ
せ 、 第 ２ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 を 行 わ せ る 第 ２ 画 像 記 録 工 程 と 、
　 を 実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る プ ロ グ ラ ム 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】
　 第 １ 情 報 処 理 装 置 と 、 第 ２ 情 報 処 理 装 置 と に 対 し 、 相 互 に 無 線 通 信 可 能 な 画 像 記 録 装 置
を 制 御 す る た め の プ ロ グ ラ ム を 格 納 し た 記 憶 媒 体 で あ っ て 、
　 プ ロ セ ッ サ に 、
　 画 像 記 録 要 求 を 受 信 す る 受 信 工 程 と 、
　 前 記 受 信 工 程 で 受 信 し た 画 像 記 録 要 求 に 応 じ て 前 記 画 像 記 録 装 置 に 画 像 記 録 処 理 を 行 な
わ せ る 第 １ 画 像 記 録 工 程 と 、
　 前 記 第 １ 画 像 記 録 工 程 で の 画 像 処 理 処 理 中 に 前 記 第 ２ 情 報 処 理 装 置 か ら の 第 ２ 画 像 記 録
要 求 を 受 信 し た 場 合 で あ っ て 、 該 第 ２ 画 像 記 録 要 求 を 前 記 第 １ 画 像 記 録 要 求 よ り も 優 先 す
べ き 場 合 に は 、 前 記 画 像 記 録 装 置 に 前 記 第 １ 画 像 記 録 工 程 で の 前 記 画 像 記 録 処 理 を 中 断 さ
せ 、 第 ２ 画 像 記 録 要 求 に 応 じ た 画 像 記 録 処 理 を 行 わ せ る 第 ２ 画 像 記 録 工 程 と 、
　 を 実 行 さ せ る プ ロ グ ラ ム を 格 納 し た こ と を 特 徴 と す る 記 憶 媒 体 。

(3) JP 2003-237192 A5 2007.2.15
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